
 

《交通安全卓話》      

     佐世保警察署交通課警部補 野島英生様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お酒は急には抜けません!! 
 

飲んだアルコールが体内から抜ける(分解される)に

は、個人差(体重、体質、性別、体調など)がありま

すが、体重 60kgの人でビール 1杯 [500ml (アルコ

ール 1 単位)]を 処理するのに約 4 時間かかるといわ

れています。 

◎アルコールは少量でも脳の一部の機能をマヒさせ、

運動能力、注意力、判断能力を 低下させます。 

◎飲酒後に運動や入浴をするとアルコールの処理速

度は遅くなるといわれています。 

◎睡眠時のアルコールの処理速度も遅くなるといわ

れています。 

 

 

 

 

ビール 1杯(500ml) と同程度のアルコールを 

含むもの(アルコール 1単位) 

 

「ハンドルキーパー運動」にご協力ください! 

「ハンドルキーパー運動」とは、「グループが自動車

で飲食店 などに行き飲酒する場合、グループの中

でお酒を飲まない人 (ハンドルキーパー)を決め、

その人は酒を飲まずに、飲食後、 仲間を安全に自

宅まで送り届ける。」という飲酒運転防止運動 です。 

飲んだら乗るな! 

 乗るなら飲むな! ストップ飲酒運転! 

 

飲酒運転は厳罰です! 
 

徹底しましょう! 飲んだら乗らない! 乗る人には飲ま

せない! 
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【今  回】会員数   53名  出席  30名    欠       席   8名  出席規定免除会員（7）出席 ４名   ビジター0名  出 席 率 84.00％ 

【前々回】会員数   53名  出席  33名    メークアップ  4名   出席規定免除会員（8）出席 3名               修正出席率 91.80％ 

    （衛星クラブ12名を含む） 

佐世保北ロータリークラブ  2023～2024 年度 ＲＩ会長 / ゴードン R.マッキナリー ガバナー/緖方信行 

 

 

 

 

2 月は平和構築と紛争予防月間です  ロータリー創立記念日 2/23 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ドライバーは･･･ 

飲酒運転で事故を起こせば、 危険運転致死傷罪が 

適用されることがあります! 

危険運転致死傷罪の罰則 

◆人を死亡させた場合･･･最長 20年の懲役 

◆人を負傷させた場合･･･最長 15年の懲役 

 

事故を起こさなくても厳罰! 

■免許の停止、取消しを受ける! 

酒酔い運転濃度点 35点 

→免許取消し・欠格期間 3年  

酒気帯び運転、進反点 25点 

一免許取消し・欠格期間 2年  

■罰金や懲役を科される! 

酒酔い運転  

5年以下の懲役または 100万円以下の罰金 

酒気帯び運転 

3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

 

運転する人に 飲ませない! 

★車を運転すると知りながらドライバーに酒類を

提供する 行為は、飲酒運転と同様に厳しく罰せ

られます。 

■ドライバーが酒酔い運転をした場合 

罰則･･･3年以下の懲役または 50万円以下の罰金 

■ドライバーが酒気帯び運転をした場合  

罰則･･･2年以下の役または 30万円以下の罰金 

 

飲んだ人に運転させない! 

★お酒を飲んだ人に車を貸す行為、飲酒運転の車 

に同乗する行為も、厳しく罰せられます。 

■ドライバーが酒酔い運転をした場合 

●車両の提供者 

罰則･･･5年以下の役または 100万円以下の罰金 

●同乗者 

罰則･･･3年以下の役または 50万円以下の罰金 

■ドライバーが酒気帯び運転をした場合 

●車両の提供者 

罰則･･･3年以下の役または 50万円以下の罰金 

●同乗者 

罰則･･･2年以下の悪役または 30万円以下の罰金 

 

飲酒運転で人生の歯車を

狂わせないで! 
 

佐世保署管内で令和 4年に飲酒運転をして逮捕された

人、なんと約 20 人!!多い?少ない?ほとんどの人が懲

役刑や罰金刑となっています。さらに、免許 取消し

や停止のほか、一定期間免許が取得できない欠格期

間という行政処分があります。その車でもし人をは

ねたら･･･ 

 

令和 4年中飲酒運転で逮捕された人の主な処分結果で

す(佐世保重察署管内のみで約 20件発生) 

 

2月 被疑者 30代男性 罰金 50万円 

3月 被疑者 50代男性 懲役 1年 6月、執行猶予 3年 

3月 被疑者 10代男性 少年院送数 

4月 被疑者 30代男性 罰金 30万円 

4月 被疑者 50代男性 懲役 10月、執行猶予 3年 

4月 被疑者 40代男性 罰金 30万円 

5月 被疑者 50代男性 懲役 1年 6月、執行猶予 3年 

6月 被疑者 20代男性 罰金 30万円 

7月 被疑者 50代男性 罰金 50万円 

7月 被疑者 60代男性 罰金 30万円 

7月 被疑者 20代男性 懲役 1年 6月、執行猶予 3年 

8月 被疑者 40代男性 罰金 50万円 

10月 被疑者 60代男性 懲役 10月、執行猶予 3年 

11月 被疑者 40代男性 罰金 30万円 

11月 被疑者 20代女性 懲役 10月、執行猶予 3年 

12月 被疑者 20代男性 罰金 30万円 

※行政処分 

  免許取り消し・免許停止・欠格期間など 

※ ここに紹介した処分結果のほとんどが 

「前科」になります! 

 

20 代受刑者の手記 

私の罪、私の犯した罪は飲酒運転速度超過 9 号義務

違反いわゆるひき逃げです。そして、人の命を奪っ

てしまう殺人行為もしました。事件当日の翌日は会

社が休み、前日は給料日で色々とまとまったお金が

振り込まれたということもあり、私はその週の初め

から相当浮かれていて、事件当日は仲間からも飲酒

の誘いに 2 つ返事で向かうことにしました。私は過

去にもたびたび飲酒運転をして帰宅していたので、

この日も飲み終わったら車を運転して仲間 2人を家ま

で送ろうと思い、車で向かいました。仲間とはしご

酒をした後、「乗っていく？」と 2 人に悪魔のささや

きをしました。今思えば二人の人生をも破壊させる

言葉でした。しかし、当時はそんなことに気付かず、

仲間は私が運転する車に乗り込み、私は大きな音量

で洋楽を流しながら車を発進させました。そして、

青信号の横断歩道を通った瞬間、フロントガラスが

バーンという大きな音とともに粉々になり、私の意

識はプツッと途切れました。やがて同乗していた仲

間に止まれと連呼され、少しずつ我に返り約 400m 

進んだ。ところで停車しました。仲間は事故現場に

戻り、警察に通報してくれました。しかし、私はパ

ニックになり何もできずガードレールの脇に座り込



みました。どのくらい経ったかわかりませんが、や

がて複数のパトカーが私を包囲していました。事故

を起こしたのは君だねと警察官に聞かれはいと答え

続いたアルコールの検査、呼気検査、薬物検査を受

けました。その後、警察署に連行され、手錠をはめ

られた時、本当に事件を起こしたのだなと思いまし

た。人の命を奪ってしまった事実から 2 週間程ご飯

が喉を通らず、心身ともに廃人と化していました。

その後、両親に面会でご遺族様に謝るために今を生

きろと言われてから、ご飯が少しずつ食べられるよ

うになりました。この件で私の仕事は丸投げの状態

となり、私のお客様にも迷惑をかけてしまい、得意

先も十数件飛んでしまったそうです。会社には父が

誤りに行ってくれました。また、実家にはマスコミ

が駆けつけ、鳴り止まないインターホンと電話に両

親も疲れ切ってしまったそうです。私の事件のせい

で兄の婚約を取り消しになり、家族にも多大な迷惑

と悲しみを与えてしまいました。裁判では、ご遺族

様は私が命を奪ってしまった被害者様の遺影を抱い

ており、主文被告人を懲役 3 年に処すると裁判長が

判決を下した瞬間、ご遺族様全員が涙しておられ、

私はただ頭を下げることしかできませんでした。私

は即日控訴権を放棄し、今受刑生活を送っています。

本来であれば直接頭を下げ、墓前に膝まづきたいの

ですが、ご遺族様の意向により個人情報は一切教え

ないとのことで、出所した暁には事件現場で手を合

わせ献花やお供え物をするなど、私の償いに対する

姿勢をご遺族様に認めていただけたらと思います。

今後は、被害者支援センターへの募金や交通ボラン

ティア活動に参加したいと考えています。私のよう

な愚かな人間を一人でも減らすことができれば楽し

む人も少なくなると思います。加害者だからできる

ことを全力で取り組み、事故を忘れず生きていきま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《会長挨拶》 

松田信哉 会長 

早いもので、1月最後の例会となります。松田年度も

あと５ヶ月となりました。引き続き最後までよろしくお

願いいたします。 

さて、先週の卓話は職業奉仕委員会によるクラブフォ

ーラムでした。中村委員長大変お疲れさまでした。とこ

ろで、ロータリーの年間プログラムの中で、「フォーラ

ム」とか、「クラブ協議会」といった言葉があります。    

「フォーラム」という言葉は、ロータリー以外でも使

用されることがありますが、いわゆる、「集団で意見を

出し合って議論をすること」の意味で用いられます。昨

年の 8月は会員増強月間でしたので、会員増強委員によ

る第１回クラブフォーラムが行われました。10月は、

地区大会に関するフォーラムを行いました。そこでは、

部会長や委員長から、地区大会での役割を認識するとう

意味での報告と会場からの意見を出していただきまし

た。 

また、今年の５月には第４回クラブフォーラムとし

て、奉仕プロジェクト青少年委員会によるクラブフォー

ラムを予定しております。「クラブ協議会」とは、例会

において、クラブの各委員長がそれぞれの担当する委員

会を代表して当年度の事業計画や行った事業報告を発表

することです。地区大会や地区研修・協議会後に幹事が

とりまとめて、その内容を報告するクラブ協議会があり

ます。第１回クラブ協議会は、ガバナー補佐がクラブを

訪問され、各委員会の事業計画を報告します。第２回ク

ラブ協議会は 11月に開催され、地区大会についての報

告がありました。第３回クラブ協議会は、「半期報告」

で各委員長からこれまでの事業の中間報告を行っていた

だきました。クラブ協議会はあと２回開催されます。4

月に開催される地区研修・協議会報告と、6月に行われ

る各委員会の年間報告があります。１月最初に配布しま

した私の新年会長挨拶の冊子を参考にされて下さい。 

先週は、月曜日に第７回理事会、水曜日には４０周年

実行委員会、木曜日には第２回次年度理事会と重要な会

議が３回開催されました。それぞれ決議された内容を議

事録等でまとめて下さい。また理事役員以外の方でも希

望があれば閲覧出来ますので遠慮なく申し出て下さい。 

さて、本日は、佐世保警察署から交通課の警部補の野

島英生様がお越しになられました。私も昨年の 10月の

佐世保警察署で運転免許証の切り替えに行きました。ゴ

ールドではありませんが、更新期間が３年から５年に延

長されました。その際に、野島警部補に直接会って今回

の卓話のお願いをしたところ、快くを引き受けていただ

きました。お時間の許す限りお話をしていただきたいと

思っております。野島警部補よろしくお願いいたしま

す。 

 

 

《幹事報告》 

            三谷秀和幹事 

1.例会変更 

◆佐世保東ロータリークラブ 

・例会変更 

日時：2月 15日(木)12：30～   

  ➡2月 15日(木)18：30～ 

会場：ホテルオークラ JRハウステンボス 

➡ファーストイン早岐  

※家庭集会開催のため 



・休会 

2月 22日(木) 

※定款第 7条 1節(ｄ)(1) 

 

◆ハウステンボス佐世保ロータリークラブ 

・例会変更  

日時：2月 13日(火)12：30～ 

会場：ホテルヨーロッパ「レンブラントホール 

➡ホテルヨーロッパ「吉翠亭」に変更 

※例会場の都合により 

 

2.来信 

◆ガバナー事務所 

・新入会員への WEB ディスカッション開催募集依頼 

 

3.伝達事項 

・1月 10日付けで皆様の事業所宛に半期分のクラブ

会費と新年会の会費、40周年記念事業積立金、並

びに米山友の会入会者への会費の請求書が届いて

いると思います。未だお支払いされていない会 

員がいらっしゃいますので、今月中にお支払いを

よろしくお願いいたします。 

・本日も、ポリオの寄付とともに能登半島地震の寄

付もよろしくお願いいたします。 

・来週の卓話は、宮島大典佐世保市長による卓話と

なっております。 

 

《委員会報告》 

松尾祐輔公共イメージ・雑誌文献委員長 

ロータリーの友 1月号紹介 

【横組み】■シンガポールで希望を分かち合おう

(P14～P17) 

シンガポールで開催される国際大会を堪能するた

めに、国際大会やシンガポールについて有識を持

つ、RC 会員の方々が記事を書かれています。その

中で、愛煙家のための記事があり、シンガポール

では、たばこは高額課税対象だそうで、現地価格

は 1箱 1,600円もするとのことです。また、日本か

ら持ち込みは出来ず、申告なしで持ち込んだ場合、

最高で 55 万円の罰金となるそうです。国際大会に

行かれる愛煙家の方はご注意ください。 

■地区大会略報(P40～P41) 

地区大会略報では、昨年 10 月に当会がホストとな

り開催致しました、第 2740 地区の地区大会につい

ても掲載されております。是非ご覧ください。 

【縦組み】■SPEECH(P4～P8) 

１月は職業奉仕月間です。横組みでその特集記事

が掲載されていますが、縦組みの SPEECH でもその

趣旨に沿った内容で記事が掲載されております。

内容は、ハードオフの会長、山本氏が「四つのテ

スト」を自社経営理念に取り入れて、多方面の視

点で会社を成長させてきたエピソードを書かれて

おります。「四つのテスト」を実践的にわかりやす

く書かれています。 

 

野口好太郎地区 RLI推進委員 

第２回 RLI研修セミナー（1/28）参加の御礼  

参加者：山本光昭会員 八並学会員 柳詰慎一会員 

 

渡会祐二４０周年記念実行委員長 

創立 40周年記念事業組織図のについて 

 

 

 

《本日のニコニコボックス》 

発表者：渥美大介親睦活動委員 

 

松田信哉会長 蒲池芳明副会長 三谷秀和幹事 

本日の卓話は、佐世保警察署の交通課の野島英生警

部補による交通安全卓話となっております。野島様、

お忙しいところ卓話にお越し頂きましてありがとう

ございます。限られた時間ですが、しっかりと拝聴

させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

松田亜由美君 

１月２７日に開催されました船津さん主催のアドバ

ンスカップで清水ツインズがお世話になりました。

ホームラン賞を三男の光世（みせい）がいただきま

したのでニコニコします！ 

 

永田武義君 富田耕司君 藤井良介君 峯 徳秀君 

渡会祐二君 村瀬高広君 二ノ宮健君 松永祐司君 

西沢 寛君 鐘ヶ江和重君 小西研一君 井上隆三君 

茶村亜子君 渥美大介君 村上英毅君 野口好太郎君 

内海一洋君 中村祐二君 松尾祐輔君 荒木利恵子君 

馬渡政光君 豊島拓郎君 山本光昭君 

本日の卓話は、佐世保警察署交通課野島英生警部補

による交通安全卓話です。お忙しいところ誠にあり

がとうございました。会員一同、しっかり勉強して

交通安全に努めます。宜しくお願いします。 

 

 

 

IT 会報委員会 委員長 / 公門新治   委員 / 荒木利恵子 小西研一 松田義継 （記事担当 公門新治） 

本日の合計 31,000 円  累計 978,000 円 

 


